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北山田地域づくり協議会　組織表 （令和４年５月７日会則改正後）

旧自治振興会事業 旧公民館事業を受け継ぐ 自主防災会を受け継ぐ

を受け継ぐ を受け継ぐ

※他の部会に属さない事業

・部会長 ・部会長 ・部会長 ・部会長

・副部会長 ・副部会長 ・副部会長 ・副部会長

・自治会長代表（副会長） ・民生委員・児童委員（３名） ・スポーツ推進員（２名） ・自主防災会代表

・運営委員 ・地域福祉推進員（１５名） ・体育推進員（14名） ・防災士

・関係役職者 ・男女共同参画推進員（２名） ・文化関係団体 ・消防団分団帳

・地域づくり支援員（市職員） ・各種団体代表 ・各種団体代表 ・防犯組合長

・地域づくり支援員（市職員） ・地域づくり支援員（市職員） ・交通安全協会地区支部長

・地域づくり支援員（市職員）

・地域活動の推進 ・地域福祉に関すること ・生涯学習に関すること ・地域の安全・安心

　　住民全体の意見等を活かす 　　健康増進に関すること 　　社会教育に関すること 　　防犯に関すること

　　広報に関すること 　　子育てに関すること 　　文化活動に関すること 　　防災に関すること

　　アンケートのフィードバック 　　青少年の健全育成に関すること 　　スポーツ・レクリエーション活動に 　　交通安全に関すること

・他の部会に属さないこと ・市社協関係との連絡調整 関すること 　　環境整備に関すること

・老人クラブ ・小学校育友会 ・自主防災会

・食生活改善推進協議会 ・中学校ＰＴＡ ・消防団

・更正保護女性会 ・花と緑の銀行 ・防犯組合

・ヘルスボランティア ・自治会女性協力員 ・交通安全協会

旧社会福祉協議会事業

構
成
員

内
容

関
係
団
体

（梅原区長）

[本会役員]

市議会議員 ※自治会長より１名選出

※運営委員より１名選出

総務部会 福祉部会 生涯学習部会 地域安全部会

駐在所警察官

地域指導員

（事務局員２名）

 地域づくり支援員（市職員）

センター管理者

（事務局長）

顧問・相談役
（数名） [各自治会長]

 副会長（３名）
※自治会長より１名選出
※各部会長の内兼務２名

運営委員（６名）
・

総　　会

　役 員 会
地区会議 会　長

監事
（２名）

白
鷺
丘
自
治
会

名称：北山田地域づくり協議会
（拠点施設：北山田交流センター及び温知交流館）

北山田地区住民（全１４自治会）

宗
守
自
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房
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安
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中
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治
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会
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・JAひだまりの会 ・その他各種団体

関
係
団
体
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